
 

   史跡松本城整備委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、史跡松本城の整備等に関する事項を調査、検討するため、史跡松本

城整備委員会（以下「委員会」という）を設置することについて必要な事項を定めるも

のとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ 史跡松本城の整備、環境保全等の調査及び検討に関すること。 

⑵ その他必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、松本城、史跡その他文化財に関し、優れた見識を有する者のうちから市長が

委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長１人を置き、委員の互選によって選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長を務める。 

（指導助言者） 

第７条 委員会に、必要に応じ、指導助言者を置く。 

２ 指導助言者は、第２条に掲げる事項に対して指導、助言を行う。 

３ 指導助言者は、関係機関等の職員のうちから、市長が委嘱する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、文化観光部松本城整備課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現に史跡松本城整備研究会規程及び史跡松本城濠浄化対策研究会

規程を廃止する訓令（令和７年教育委員会訓令第 号）第１号の規定による廃止前の

史跡松本城整備研究会規程（昭和６１年教育委員会訓令乙第１号。以下「旧規程」と

いう。）の規定により史跡松本城整備研究会の委員に委嘱されている者は、この告示

第３条第２項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、委員の任期は、

旧規程の規定に基づく委員として委嘱された日から起算する。 


